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第８回 “木の家づくり”から林業再生を考える委員会 議事概要案 

 

１．日時：平成23年7月20日（水）14:30～17:00 

２．場所：中央合同庁舎3号館10階・共用会議室A 

３．出席委員：天野委員長代理、青木委員、五十嵐委員、梅野委員、川村委員、神田委員、小池

委員、佐川委員、田瀬委員、田村委員、中島委員、益子委員（欠席委員：養老委員長、岡

橋委員、小玉委員、竹内委員、永田委員、古瀬委員） 

４．有識者：岡田恒氏、藤原昭夫氏、岩田司氏、松本正之氏、後藤治氏 

５．関係府省出席者：和泉内閣官房地域活性化統合事務局長、渕上林野庁木材産業課長、井上審

議官（住宅局担当）、坂本住宅局市街地建築課長 

６．概要 

＜開会＞ 

・事務局より、委員・有識者紹介等。 

＜議題＞ 

（１）東日本大震災と“木の家づくり”の新たな取組 

○ 天野委員長代理より、議題の趣旨説明。 

○ 川村委員より、「東日本大震災の現実と森林・林業の課題」と題する発表。主な内容は以

下のとおり。 

・ 森林・林業・林産業の津波被害は、平野部では「“生活景”の喪失」、リアス式海岸では

「“集落（浜）”の解体」、臨海工業地帯では「“立地（インフラ）”の喪失」が特徴。 

・ 一方で、個別分散的な住宅の被害について、どのように復旧・復興していくかが大きな

課題。 

・ “生活景”の復権については、生活・生産の個々の要素を分断した復興ではなく、一体的

なまとまりを重視するとともに、「森・里・海」の連携の視点が重要。 

・ 集落（浜）というのは、林野の入会権、漁業権、水利権など様々な権利関係の合意形成

の場が重なったものであり、国のレベルで専門家チームを作って、集落それぞれの被害診

断を実施すべきである。 

・ また、住宅復興への道筋については、資源在庫を背景とした「邸別発送」による住宅部

材供給システムを作るとともに、地域の大工・工務店のネットワークを立て直すことが必

要。 
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○ 岡田恒氏より、「東日本大震災における木造建築物の被害調査報告」と題する発表。主な

内容は以下のとおり。 

・ 津波による被害について、木造建築物の津波被害の実態把握、ＲＣ造・Ｓ造の被害との

対比、軽微な被害に留まったものの分析等を実施するとともに、震動による被害状況を把

握するための調査を実施。 

・ 木造住宅では、津波により、基礎、土台を残すのみという壊滅的な被害。 

・ ＲＣ造・Ｓ造でも、低層建築物では倒壊は免れているものの全壊と看做さざるを得ない

ような大きな被害を、外壁、開口部に受けていた。 

・ 木造建築物でも大断面集成材の建物では、大きな被害を受けながらも倒壊を免れている

ものがあった。 

・ 津波波力は、波圧到達高さ 2.6ｍ（浸水深 85cm）で木造住宅の設計用風圧力と同程度、

波圧到達高さ 3ｍ（浸水深 1ｍ）で設計用風圧力の 2.2 倍を超すと推定され、通常の木造

住宅は抵抗できない。 

・ 大断面集成材構造が倒壊を免れていた要因は、外壁、内壁が破られ津波波力を受け難い

形状となったためと推定され、津波のおそれがある地域での木造建築設計のヒントとなる

のではないか。 

・ 震動による被害について、震度の割には軽微であったが、土蔵の土塗り壁の剥落や、棟

瓦被害が多くみられた。瓦については耐震性に配慮したガイドライン工法の普及が必要。 

○ 藤原昭夫氏より、「仮設住宅の設計で試みた配慮」と題する発表。主な内容は以下のとお

り。 

・ おびただしい量のがれきが発生している状況において、数年で解体されることが宿命づ

けられた仮設住宅についても、解体して別の住宅に活用されるよう、解体、増改築、変更

が容易な工法を提案し、実施。 

・ この工法は、6 本の柱材をボルトで連結した壁パネルを、羽子板ボルトで土台と桁に固

定するもの。 

・ 普通の木造住宅でも解体、移設は可能であるが、移設に費用がかかりすぎるため現実に

は解体・移設がされにくい。 

・ 通常、新建材を集めて建築部材を作ろうとすると、調湿機能は調湿部材、蓄熱機能は蓄

熱部材、断熱機能は断熱部材というように、性能毎の部材を一体化させる必要があるが、

木造はそれらの全てを担うことが可能ではないかと考えており、その考えが今回の提案に
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つながった。 

○ 岩田司氏より、「福島県の地域工務店による木造応急仮設住宅とその展開」と題する発表。

主な内容は以下のとおり。 

・ 福島県三春町のまちづくりに30年間関わっており、今回、地元の大工たちと木造の仮設

住宅を作ることとなったもの。 

・ 地域工務店による木造応急仮設住宅建設の問題点としては、まず、工期がプレハブに比

べて10日程長くなること。基礎の工期は、機械を使った松杭であれば3～5日で済むとこ

ろが、コンクリートを打ったため10日程度かかった。 

・ また、当初は解体を考慮して板の落とし込みとする予定であったが、梅雨時期であり屋

根施工を優先した結果、板張りとなった。 

・ 木材についてはプレカット加工のために20戸分で約1週間かかったところであり、将来

を考えると木材の供給体制を確立することが必要。 

・ 地場産材について、田村森林組合にまとめて発注しようとしたが、各工務店が日頃のつ

ながりがある建材店にばらばらで発注することとなった。 

・ 設計計画に時間がかかったが、地形に高低差がある中で、隣との騒音問題も考慮し、戸

建て方式を採用。 

・ 現場技術については大工毎に癖があり、使う金物も異なるため、完全に均一なものを作

るのは困難。特に基礎断熱などに手を抜くと結露してしまうため、管理が重要。 

・ 今回被災しなかった山形、秋田と手を組み、木の産地から「ワンストップサービス」で

復興住宅が作れるような体制について検討を進めている。 

○ 松本正之氏より、「オホーツク産材を活用した取組み」と題する発表。主な内容は以下の

とおり。 

・ 網走西部流域は平成17年から「SGEC森林認証」に取り組んできたところであり、現在、

地域森林の81%、30 万 7 千 ha 余りが森林認証を取得しており、日本最大の認証エリアと

なっている。 

・ 一昨年来、京都大学と連携して「オホーツク産材を活用した木の家づくり」の取組を進

めている。 

・ 森林認証材活用促進協議会の取組としては、①認証材の新たな利用と製品化に向けた開

発、②認証材のブランド化、③紋別市が進める「都市との連携」への協力。 

・ 「ワンウェイフレーム」は、カラマツ集成材（横材）とトドマツ板材(縦材)によるフレ
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ームを製材所・作業場等で製作し、現場でこのフレームを箱型に組み立てる工法。 

・ 接合については、大断面集成材のドリフトピン接合を応用し、9ミリのドリフトピンを1

コーナー当たり48本、人力のハンマー打ち込みにより施工。 

・ この工法の特徴としては、①地域で生産・加工された汎用性のある木製品を使用、②現

場施工が容易（2ｔユニッククレーンを使用し、大工2人、2日間でフレームを建てること

が可能）、③解体が容易で再利用が可能。 

・ ワンウェイフレームによる応急仮設住宅を備蓄保管することを検討中であり、撤退した

大学の校舎、体育館や、工務店の作業所、倉庫などでフレーム部材等を備蓄しておき、重

要港湾紋別港等から輸送することを想定。また、集成材加工場・一般製材工場については、

平時は一般住宅用等に稼働し、災害発生時に緊急対応することも考えられる。 

・ その他、木造カラマツ造りの乳用牛育成施設は、牛のストレスを軽減し環境に優しいと

喜ばれている。また、認証材を使った医師用住宅について、本年度はワンウェイフレーム

工法で建設。 

○ 後藤治氏より、「東北に美しい村を復興するProject」と題する発表。主な内容は以下のと

おり。 

・ 仮設ではなく常設の住宅を、木造の伝統工法を活用して供給するプロジェクトに取り組

んでおり、地元の工務店で作ることにより地域経済への貢献を図り、国産材の利用で“林

業再生”の手助けを行う。 

・ 常設住宅に取り組んだ背景としては、大量の仮設住宅を建設する土地が限られている三

陸地方において、仮設以外の選択肢があることを示す必要があると考えたためであり、公

的資金を使った被災者向け復興住宅のモデルとなりうる。 

・ プロジェクトでは、石巻市の旧北上町十三浜白浜に隣接する高台に、地主と工学院大学

が借地契約を結び、2階建て19坪の住宅を7棟、平屋建て13坪の住宅を3棟、共同利用

できる33坪の住宅を１棟、計11棟を計画しており、建設コストは浄化槽設置費等を含め

て2階建ての住宅が約1,200万円の予定。 

・ 支払可能月額家賃を、勤労世帯で5万円、非勤労世帯で2万円と想定しており、家賃相

当額を管理費という形で納めてもらう。 

・ 仮設住宅ではなく復興住宅を早く作ることについては、貝原前兵庫県知事が発言されて

おり、また、片山総務大臣が鳥取県知事時代に鳥取西部地震の復興で取り組まれていた。 

・ また、伝統工法を活かした復興住宅としては、山古志の事例が参考となっている。 
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・ 今後建設が見込まれる災害復興の公営住宅については、鉄筋コンクリート造の集合住宅

ではなく、国産材を活用した木造の戸建て住宅を重視すべきである。 

・（五十嵐委員からの「『民設公営』という概念をもう少し詳しく説明してほしい」との指摘

に対し、）小さな工務店が土地を見つけて建設し、市町村がそれを公営住宅として建設す

るスタイルであり、今回の被災地に適しているのではないか。 

 ○ 後藤治氏の発表に関連して、関係者の沖元氏より以下の補足発言。 

・ 知人がプレハブタイプの仮設住宅に住んでおり、隣戸の声が筒抜けになってしまうので、

仮設住宅一帯がしんとしている状況と聞いた。 

・ また、仮設住宅からいずれは出なければならないが、町の方針が明らかになっておらず、

精神的な不安がある。 

・ 今回のプロジェクトにより、白浜地区の方は生活の基盤ができるため安心感をもたれて

いるのではないかと思う。 

（２）その他 

・ 天野委員長代理より、参考資料１に基づき、10 月 9 日の「“木の家”耐震改修高知大勉

強会」企画(案)について説明。 

・ 事務局より、参考資料 2 に基づき、国土交通省の広報誌における「2 地域居住」の特集

記事について説明。 

＜閉会＞ 


